
第 41回真庭市地域公共交通会議審議事項決議結果
（書面開催）

※真庭市地域公共交通会議規則(平成 31 年 3月 29 日規則第 45 号)の規定により、議事は、委員の過半数
の承認で決する。専門員は、説明および意見聴取のため会議に参加する。

審議事項 令和5年度フィーダー系統確保維持事業の事業評価について
回答項目 委員（12名）

・承認する（承認扱い含む） 12
・承認しない ０

計 12

意見：

１）委員からの意見
・高齢者主体の会議や民児協・地区社協の会議、各地のサロンからの要請で「チョイソコま
にわ」の説明をしている。各会場で具体的な質疑が多く、関心の高さがうかがえる。
・運賃無料化やナイトまにわくん、路線バス「勝山～岡山線」運賃 200円キャンペーンで
市内外から利用の問い合わせが増えている。

２）専門員からの意見
特になし


